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子ども・子育て支援事業計画の点検・評価方法について 

質問・意見① 

資料１にある「行政評価」とは何か 

（回答・対応） 

 行政評価とは、「座間市子ども・子育て支援事業計画」の上位計画である「第四次座間市総

合計画」で使用している、計画の執行状況や結果を確認し、評価をする仕組みのことです。 

また、行政評価の評価内容は、市の各事業担当者が作成した事業の評価について、各部局

長や行政評価委員会による内部評価を行った後、市民や有識者等からなる外部評価委員によ

る外部評価を行った上で決定され、その結果が公表されています。 

 

質問・意見② 

資料１にある「行政評価を行っている事業」と「行政評価を行っていない事業」とはどれ

を指すのか 

（回答・対応） 

資料２「子ども･子育て支援事業計画評価方法一覧」に行政評価の有無を追加いたしました。 

 

意見・質問③ 

資料１にある評価方法は「地域子ども・子育て支援事業」には不適切ではないか 

（回答・対応） 

座間市子ども・子育て支援事業計画は、その上位計画である第四次座間市総合計画と共

通の計画項目・計画値を持っている部分があるため、それらの間で評価の不一致が起こら

ないよう、共通の評価方法用いることとしました。 

また、国が示している子ども子育て支援事業計画の点検・評価方法の一例としても「市

行政評価の手法を用いること」が挙げられていますので、適切であると判断いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[座間市子ども・子育て支援事業計画２ページより] 

資料６ 
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質問・意見④ 

資料１「教育・保育事業の点検方法」の③費用の使途実績について評価の記載がないのは

なぜか 

（回答・対応） 

資料１を修正し、③を削除いたしました。 

 

質問・意見⑤ 

資料１にある「教育・保育事業の点検・評価方法」については、量だけでなく、質（保育

士の人数や研修状況など）についても加える必要があるのではないか 

（回答・対応） 

子ども・子育て支援新制度は、質の高い幼児期の教育・保育の総合的な提供や保育の量・

質の改善を目標としています。 

その中で、子ども・子育て支援事業計画は教育・保育事業の需給計画
．．．．

であるため、量の部

分のみの点検・評価を行っております。 

 

質問・意見⑥ 

資料１にある公平性の基準②（受益者の費用負担は適当か）の受益者とは誰を指すのか 

（回答・対応） 

 利用者（市民）を指します。 

 

質問・意見⑦ 

 地域子ども・子育て支援事業は地域の実情に合わせて実施するため、資料２にある必要性

の基準③（国、県、民間地域との役割分担から見て市が行う必要があるか）はあり得ないの

ではないか 

（回答・対応） 

 「地域子ども・子育て支援事業」に指定されている全１５事業の中には、民間事業者やＮ

ＰＯ法人などが独自で実施している事業や、神奈川県が実施している事業があり、現在、座

間市が地域の実情に合わせて実施している９事業（平成２８年度からは１１事業）も、今後、

社会情勢の変化等によって、民間事業者や県等が行った方が有利と認められる事業がでてく

る可能性等がありますので、基準③の項目については適切と考えます。 

 

 

 



事前質問・意見への回答・対応について 

3 

 

 

質問・意見⑧ 

 評価の五つの視点の内容は、理解するのが難しいのでは 

（回答・対応） 

 資料２に一覧表を追加いたしました。 

 

地域子ども・子育て支援事業の点検・評価について 

 

質問・意見⑨ 

資料３「地域子育て支援拠点」について対象が「０～２歳の未就学児」となっているが、

「未就園児」ではないか 

（回答・対応） 

 実施要綱や実際の運営状況に合わせて、就学・就園の有無は問わずに、保護者に関する記

載を追加した「主に０～２歳までの児童及び保護者」に修正いたしました。 

 

質問・意見⑩ 

 資料３「一時預かり保育事業（幼稚園）」について予算額が誤っていないか 

（回答・対応） 

 「12,430 千円」に修正いたしました。 

 また、併せて資料３について表記の統一をいたしました。 

 

質問・意見⑪ 

病児保育について対象年齢が小学校３年生までとなっているが、小学校６年生くらいまで

拡大できないか 

（回答・対応） 

 対象の年齢上限については、施設が決定しております。年齢拡大の御要望がありましたこ

とについては、施設にお伝えさせていただきます。 
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子どものための教育・保育事業の点検・評価について 

 

質問・意見⑫ 

 資料４で３号認定の平成３０年度における確保量が前年を下回っている理由は 

（回答・対応） 

 認可外保育施設が認可保育園に移行し、定員変更をしたことにより確保量が下回りました。 

認可外定員 39 名 

認可定員 18 名 

18 名-39 名＝-21 名 

 

平成２９年度教育・保育の利用定員について 

 

質問・意見⑬ 

資料５の６歳は合計ではないか 

（回答・対応） 

ご指摘のとおりです。「合計」に修正をいたしました。 

 

そ の 他 

 

質問・意見⑭ 

 次世代育成支援（子育て支援）行動計画からの継承事業についても評価するべきではない

か 

（回答・対応） 

 次世代育成支援（子育て支援）行動計画からの継承部分につきましては、前回会議におい

てご報告したものが評価となります。 

 

 


